
児
童
手
当

受
給
者
の
方
へ

児
童
扶
養
手
当
を
振
り
込
み
ま
す

11
月
11
日
〜
17
日
は
税
を
考
え
る

週
間
で
す

募
　集

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
な
ど

就
業
支
援
講
習
会
参
加
者
募
集

支
え
合
い・お
手
伝
い
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
研
修
参
加
者
募
集

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
等
説
明
会

市
へ山

本
生
駒

社
会
福
祉
協
議
会
へ

マ
ル
ハ
ン
高
浜
店
、
永
柳
和
枝
、

平
成
三
十
一
年
高
浜
午
未
会
、

マ
リ
オ
ン
高
浜
店

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　集

国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日
か
ら
17

日
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」
と
し
て
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　http://w
w
w
.nta.go.jp

問
合
せ
先

　
刈
谷
税
務
署

　
☎
２
１
–
６
２
１
１

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
概
要
や
制

度
対
応
に
係
る
支
援
制
度
な
ど
を
テ
ー
マ

に
事
業
者
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

①
11
月
18
日
㈪

　
午
前
11
時
30
分
〜
午
後
0
時
20
分

　
刈
谷
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
　

②
11
月
19
日
㈫

　
午
前
11
時
45
分
〜
午
後
0
時
35
分

　
安
城
市
文
化
セ
ン
タ
ー
　

③
11
月
20
日
㈬

　
午
前
11
時
45
分
〜
午
後
0
時
35
分
　

　
碧
南
市
文
化
会
館
ホ
ー
ル

※
①
②
③
は
い
ず
れ
も
同
じ
内
容
で
す
。

※
申
込
不
要
で
す
が
、
会
場
の
定
員
の
都

合
に
よ
り
参
加
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

高浜市役所 ☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0 □市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

善
意
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
（
敬
称
略
）

ま
す
。

※
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
刈
谷
税
務
署
　

　
☎
2
1
–
6
2
1
1

児
童
扶
養
手
当
を
11
月
11
日
㈪
に
指
定

さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。
記
帳
な

ど
で
確
認
し
、
振
り
込
み
が
な
い
場
合
は
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
次
回
分
か

ら
の
振
込
先
を
変
更
し
た
い
方
は
、
印
鑑

を
持
参
し
、
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　

　
い
き
い
き
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
５
２
–
９
８
７
１

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
な
ど
が
就
職
に
結

び
つ
く
可
能
性
の
高
い
技
能
・
資
格
を
習

得
す
る
た
め
の
講
習
会
で
す
。

講
習
会
内
容

パ
ソ
コ
ン
お
仕
事
応
用
、
調
剤
薬
局
事

務
、
福
祉
用
具
相
談
員

※
日
程
、
講
習
内
容
に
つ
い
て
は
募
集
要

領
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

定
員
　各
20
人

※
募
集
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

受
講
料
　無
料

※
教
材
費
・
交
通
費
は
自
己
負
担

募
集
期
間
　11
月
１
日
㈮
〜
22
日
㈮

申
込
方
法
　
い
き
い
き
広
場
に
備
え
付
け

て
あ
る
受
講
申
込
書
で
申
込
み
。

問
合
せ
先
　い
き
い
き
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

高
齢
の
方
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心

し
て
生
活
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
ち
ょ
っ

と
し
た
お
手
伝
い
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告にお
いて全額が社会保険料控除の対象となります。その年
の１月１日～１２月３１日に納付した保険料が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、支払ったこと
を証明する書類の添付が義務づけられています。
　このため、平成３１年１月１日～令和元年９月３０日に国
民年金保険料を納付した方には、「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が日本年金機構から１１月上旬に送
付されます。年末調整や確定申告を行うときに必要とな
るため、大切に保管してください。
　また、令和元年１０月１日～１２月３１日に今年はじめて
国民年金保険料を納付した方には、来年の２月上旬に送
付されます。
　なお、家族の国民年金保険料を納付したときも本人の
社会保険料控除に加えることができる場合がありますの
で、申告の際に確認してください。
問合せ先　ねんきん加入者ダイヤル
　　　　　☎０５７０-００３-００４
　　　　　（一般固定電話の場合のみ市内通話料金）
※０５０から始まる電話の場合は☎０３-６６３０-２５２５へ連
絡してください。

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～
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